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Ⅰ 計画策定の目的 

１. 計画策定の目的 

  本計画は、今後の都立庭園全体の保存活用の方策を示した計画である「東京都における文化

財庭園の保存活用計画（共通編）」を受けて、向島百花園の保存活用計画として策定するもので

ある。 
  本計画は、向島百花園（以下、本園という。）において、これまで保存や修復、復元等に取り

組んできた成果を踏まえ、今後の保存、活用・運営、整備についての基本的な方針を示すこと

を目的として策定する。 
 
 
２.計画の実施 

本計画は、令和４年２月より実施する。 

 
 
３.計画の見直し 

本計画は、概ね 10年を目途に、状況を踏まえて、改定していくものである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


